
要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

652 720 793 862 929

6,696 7,394 8,144 8,853 9,541

670 739 814 885 954

1,339 1,479 1,629 1,771 1,908

2,009 2,218 2,443 2,656 2,862

日／月 日／月 日／月 日／月 日／月

1,922 1,991 2,066 2,137 2,206

55,601 57,671 59,921 62,051 64,121

2,012 2,081 2,156 2,227 2,296

58,301 60,371 62,621 64,751 66,821

2,762 2,831 2,906 2,977 3,046

80,801 82,871 85,121 87,251 89,321

3,472 3,541 3,616 3,687 3,756

102,101 104,171 106,421 108,551 110,621

4,251 4,322 4,397 4,468 4,537

125,531 127,601 129,851 131,981 134,051

5,055 5,195 5,345 5,487 5,624

147,503 151,703 156,203 160,463 164,573

5,860 6,069 6,294 6,507 6,713

169,565 175,835 182,585 188,975 195,155

※１．処遇改善加算Ⅰ(所定単位数の8.3％をいただきます)

看護体制加算     (Ⅱ) ロ 　　　　8　単位 1割負担⇒8　　　 2割負担⇒16　　3割負担⇒24

令和　５年　４月　１日付

社会福祉法人　愛泉会　　　　特別養護老人ホーム　　泉音の郷　　重要事項・利用料金表

（　指　定　介　護　老　人　福　祉　施　設　）

下記の表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払いください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（サービスの利用料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。）

［　ユニット型個室　］

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)　  18　単位  1割負担⇒18　　　2割負担⇒36　　3割負担⇒55

サービス利用に係る自己負担額　　3 割負担

看護体制加算     (Ⅰ) ロ 　　　　4　単位 1割負担⇒5　　　 2割負担⇒10　　3割負担⇒15

６級地　１０．２７　1日当り：円

単　位　数

サービスの利用料金（10割負担）

サービス利用に係る自己負担額　　1 割負担

サービス利用に係る自己負担額　　2 割負担

夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ　　　　18　単位 1割負担⇒18　　　2割負担⇒36　　3割負担⇒55

1日・1ヶ月あたりの利用料金（目安）

食事の負担額 居住費の負担額

1割負担⇒20　　　2割負担⇒41　　3割負担⇒61

科学的介護推進体制加算(Ⅱ)  　月/50 単位

個別機能訓練加算(Ⅰ)            12  単位

個別機能訓練加算(Ⅱ)         月/20  単位

2,006

第３段
階(②)

1,360 1,310

第１段階 300 820

第２段階 390 820

第４段
階(3割)

1,445 2,006

※２. 特定処遇改善加算Ⅰ(所定単位数の2.7％をいただきます)

第３段
階(①)

650 1,310

第４段階 1,445

※３．介護職員等ベースアップ等支援加算（所定単位数の1.6％をいただきます）

※４．利用日数や加算の状況及び小数点切り捨てにより提示額より増減がでることがあります。

      適応を受け、７日目以降は適応対象外となります。但し生活保護受給者の方は７日目以降の居住

      費は免除します。

※５．外出や外泊・入院等で居室を空けておく場合は第１～第３段階の利用者は６日間まで負担減免の

 1割負担⇒51　　　2割負担⇒102 　3割負担⇒154

1割負担⇒12　　　2割負担⇒24　　3割負担⇒36

第４段
階(2割)

1,445 2,006



算定加算

●

●
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●

●

●
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※１

※1.    継続的に日常生活継続支援加算の条件を満たす場合には、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
      より変更となります。サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の条件を満たさなくなった場合は、サービス

※２．  ADL維持等加算は入居者様への半年後、一年後の身体状況の維持及び向上に対する施設への評価の
　　　加算となります。そのため、厚生労働省への情報提供一年後から開始される加算となります。評価に
　　　より(Ⅰ)か(Ⅱ)いずれか算定されることになります。

　　　提供体制強化加算(Ⅲ)へ変更となることがあります。

1割負担⇒3　　 2割負担⇒6　　 3割負担⇒9

1割負担⇒30　　2割負担⇒61　  3割負担⇒92

1割負担⇒22　  2割負担⇒45　  3割負担⇒67

1割負担⇒147　 2割負担⇒295　 3割負担⇒443

1割負担⇒73　　2割負担⇒149　 3割負担⇒221

1割負担⇒61　　2割負担⇒123　 3割負担⇒184

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)　　　 　月/13単位

1割負担⇒11　  2割負担⇒22　  3割負担⇒33

1割負担⇒3　　 2割負担⇒6　　 3割負担⇒9

1割負担⇒13　  2割負担⇒26　  3割負担⇒40

認知症専門ケア加算(Ⅰ)　　　　　　　 3単位

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)　  　　22単位

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)　     　6単位

日常生活継続支援加算　   　　　　   46単位

1割負担⇒1314　2割負担⇒2629  3割負担⇒3943

1割負担⇒698　 2割負担⇒1396　3割負担⇒2095

栄養マネジメント強化加算　　　　　　11単位

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)　　　　　月/3単位

1割負担⇒6　　 2割負担⇒12　  3割負担⇒18

1割負担⇒47　　2割負担⇒94　  3割負担⇒141

ADL維持等加算(Ⅱ)　     　     　月/60単位

ADL維持等加算(Ⅰ)　　  　   　   月/30単位　　

看取り介護加算(Ⅰ)31～45日前      　72単位

看取り介護加算(Ⅱ)4日～30日前　    144単位

看取り介護加算(Ⅲ)前日及び前々日   680単位

看取り介護加算(Ⅳ)死亡日　       1,280単位

安全管理体制未実施減算　　 　　　　▲5単位

栄養管理未実施減算　　       　　 ▲14単位　　　　

前述の施設サービス費のほかに、下記加算が発生した場合は自己負担に追加されます。

単　位　数

初期加算　　　　　　　　　　　　　　30単位 1割負担⇒31　  2割負担⇒62　  3割負担⇒93

負担割合

安全対策体制加算(利用初日のみ)　    20単位 1割負担⇒20　　2割負担⇒41　　3割負担⇒61


